
 

 

予防接種で元気な子ども 
 

<定期予防接種のごあんない> 
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※ 本冊子の内容は、２０２４年３月末時点のものです。 

 

２０２４年度版 

【問合せ先】 

医療政策課予防接種事業推進班 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港 1-１ 

        千葉市役所本庁舎高層棟８階 

電 話 ０４３－２３８－９９４１ 

ＦＡＸ ０４３－２４５－５５５４ 

E-mail seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp 

 

【問合せ時間】 

月曜日～金曜日 8：３０～１７：３０ 

（土日祝日・年末年始を除く） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この冊子の本文中にある、各種予診票や申請書などは、 

医療政策課のホームページからダウンロードすること 

ができます。    

 

＜医療政策課公式ホームページ＞ 

千葉市：「定期予防接種のご案内」 

 

                     
  

 

接種可能年齢になったらすぐに予防接種が

始められるよう、計画を立てましょう。 

千葉市 こどもの予防接種 

接種間隔に注意して受けましょう。 
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２０２４年度 「予防接種で元気な子ども」 目次 

◇ 定期予防接種スケジュール・・・・・２      ◇ 予防接種の種類と接種時期・・・・・３ 

１ 定期予防接種を受けられる方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

２ 予防接種とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

３ 定期予防接種と任意予防接種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

４ 予防接種の種類と特徴：生ワクチンと不活化ワクチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

５ 予防接種の実施方法：個別接種と集団接種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

６ 定期予防接種の受け方：予防接種を受けに行く前に・・５   予防接種を受けるときは・・・・５ 

予診票の入手方法について・・６  予防接種番号シールについて・・６ 

７ 予防接種を受けることができないお子さん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

８ 予防接種を受ける際に注意を必要とするお子さん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

９ 予防接種を受けた後の一般的な注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

10 定期予防接種の対象となる病気とワクチンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・７～１６ 

■ロタウイルスワクチン ■小児用肺炎球菌（肺炎球菌） ■Ｂ型肝炎  

■ＤＰＴ-IＰＶ-Ｈｉｂ（ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオヒブ）：五種混合 

■ＤＰＴ－IＰＶ（ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ）：四種混合 

■ＤＴ（ジフテリア破傷風）：二種混合 ■ＢＣＧ（結核） ■ＭＲ（麻しん・風しん） 

■水痘（みずぼうそう） ■日本脳炎 ■ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス） 

■インフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ：ヒブ） 

11 副反応が疑われたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

12 特別な場合の受け方について 

■千葉市以外の医療機関で定期予防接種を希望する場合 

  １ 千葉県外で接種を希望する場合 

①「予防接種実施依頼書の申請方法について・・・・１７ ②接種費用について・・・・１７ 

  ２ 千葉県内の他市町村で接種を希望する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

■長期に渡る疾患等のため定期予防接種を受けられなかった場合・・・・・・・・・・・・・・１８ 

■骨髄移植をしたあとに予防接種を打ち直すことになった場合・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 

定期予防接種の受け方Ｑ＆Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

１ 予防接種番号シールが届かないのですが。 

２ 予防接種番号シールを紛失した・不足した場合はどうしたらいいですか。 

３ 出生届・転入届などを提出後、予防接種番号シールが自宅に届く前に接種したい場合はどうしたら 

いいですか。 

４ 接種時期になったら、市から個別に通知が送付されますか。 

５ 定期予防接種に保護者が同伴できない場合はどうしたらいいですか。また委任状の保護者欄に、  

保護者の自署または記名押印ができない場合はどうしたらいいですか。 
 

◇ 委任状・・・・・２０  ◇ 予診票見本（予防接種番号シール貼付位置のご案内）・・・・２１ 

◇ 個別予防接種協力医療機関一覧・・・・・裏表紙 



◇ 定期予防接種スケジュール ◇

生後
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月
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６週０日後から 24週0日後まで

2か月

６週０日後から 32週0日後まで

2か月

2か月以上 5歳未満

① ② ③ ④

2か月 ７か月

1歳未満

① ②

2か月 ９か月

2か月以上 7歳6か月未満

① ② ③ ④

2か月 ７か月 　１歳

2か月以上 7歳6か月未満
① ② ③ ④

2か月 　１歳

11歳以上 13歳未満

　12歳

2か月以上 5歳未満

① ② ③ ④

2か月 ７か月

1歳未満

　 　　5か月 ８か月

1歳以上 2歳未満 5歳以上7歳未満かつ小学校入学の1年前

（幼稚園保育園の年長にあたる学年）

1歳以上 ３歳未満

6か月以上 7歳6か月未満 ９歳以上 13歳未満

④

　３歳 ４歳

小学６年生に相当 高校1年生に相当

中学1年生に相当

※法改正などにより変更になることがあります。
上段の年齢(月齢)・・・定期接種として接種できる期間

下段の年齢(月齢)・・・標準的な接種期間

（注１）　Hib（ヒブ）ワクチン、小児肺炎球菌ワクチンは、1回目を接種した月齢により、合計の接種回数が変わります。

　　　　　詳しくは、9ページからの説明をご覧ください

（注２）　HPVワクチンは、2価（サーバリックス）と4価（ガーダシル）、9価（シルガード9）で接種間隔が異なります。

 　　　　 また9価（シルガード9）の場合、接種開始年齢によって回数が異なります。詳しくは15ページからの説明をご覧ください。

【補足】　接種できる時期の「〇歳未満」とは、「〇歳のお誕生日の前日まで接種できる」ということです。

　　(例)１歳未満とある場合は、１歳のお誕生日の前日まで接種できます。

　　(例)2月29日がお誕生日のお子さんについて、2月29日がない年については、2月28日がお誕生日の前日になります。

Ｂ型肝炎

【皮下接種】

7
歳

8
歳

1期初回

DPT-IPV-Hib
（五種混合）

【皮下または筋肉内接種】

経
口
生

追加

②

ロタウイルス

③
【１価５価ともに経口接種】

① ②

①

☆接種スケジュールを立てましょう☆
　接種時期について、市から個別のお知らせは届きません。かかりつけの先生に相談しながら
接種のスケジュールを立てましょう。

10
歳
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歳

9
歳

①

注
射
生

注
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生

1期初回

不
活
化 1期初回

不
活
化

③
初回

①②
③ (注２）

注
射
生

① ②

不
活
化

【皮下接種】

①

【皮下接種】

水痘
（水ぼうそう）
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不
活
化

日本脳炎

小児用肺炎球菌
（PCV15）

【皮下または筋肉内接種】

ＨＰＶ
(ヒトパピローマウイルス)

【筋肉内接種】

予防接種の種類

【接種方法】

〈５価　ロタテック〉

〈１価 ロタリックス〉

ＭＲ
（麻しん風しん混合）

【皮下接種】

【皮下接種】

1期初回

不
活
化

不
活
化

DPT-IPV
（四種混合）
【皮下接種】

ＢＣＧ

【皮内接種】

Hib（ヒブ）
※五種混合に
含まれます
【皮下接種】

ＤＴ
（二種混合）

１期追加

①② ③
１期初回 １期追加 ２期

集団接種

（注１）

１期追加

１期追加
（注１）

②

１期追加



ロタリックス（1価）
　生後6週0日後から
　24週0日後まで

ロタリックス（1価）
　1回目は生後2か月～
　15週未満

2回
ロタリックス（1価）
　27日以上あける

ロタテック（５価）
　生後6週0日後から
　32週0日後まで

ロタテック（5価）
　1回目は生後2か月～
　15週未満

3回
ロタテック（5価）
　1回目と2回目、2回目と3回目をそれ
ぞれ27日以上あける

生後2か月～7か月未満 初回 3回
（※注１）

27日以上

生後1歳～1歳3か月未満 追加 1回
１期初回終了後60日以上あけて、
かつ、１歳以上

初回 2回 １回目と2回目は27日以上あける

追加 1回 １回目から139日以上あける

生後2か月～7か月未満
1期
初回

3回 20日から56日あける

1期終了後6か月～
１年6か月後

1期
追加

1回 1期初回終了後6か月以上あける

生後2か月～1歳未満
1期
初回

3回 20日から56日あける

1期終了後１年～
１年6か月後

1期
追加

1回 １期初回終了後6か月以上あける

生後2か月～7か月未満 初回 3回
（※注１）

27日以上（医師が認めた場合は20日以上）

初回終了後7～13か月後 追加 1回 1期初回終了後7か月以上

11歳以上13歳未満 １１歳～12歳未満 2期 1回

1歳以上2歳未満 1期 1回

3歳～4歳未満
１期
初回

2回
1回目から2回目は6日以上あけて、
標準的には28日までに接種

4歳～5歳未満
１期
追加

1回
1期初回終了後6か月
（標準的には1年）あける

9歳以上13歳未満 9歳～10歳未満 ２期 1回

２回
シルガード9（9価・初回15歳未満）※注2

　2回目は1回目から6か月あけて接種。

【補足】

◇注射生ワクチン：ＢＣＧ　麻しん風しん混合(ＭＲ)　水痘(水ぼうそう)　　　　◇ロタウイルスワクチン：ロタリックス・ロタテック
◇不活化ワクチン：ＤＰＴ－ＩＰＶーＨｉｂ(五種混合)　ＤＰＴ－ＩＰＶ(四種混合)　 Ｂ型肝炎　Ｈｉｂ(ヒブ)　小児用肺炎球菌　ＤＴ(ジフテリア破傷風)　日本脳炎　ＨＰＶ

　　　　※法改正などにより変更になることがあります。

【異なるワクチンを接種する際の接種間隔】

※注2：シルガード9（9価）は、1回目を接種した年齢により、合計の接種回数が異なります。詳しくは15ページでご確認ください。
※注3：3回とも同じワクチンで行います。

　接種間隔は、接種の当日は日数に含めず、翌日から数えます。
　6日空ける→接種日の1週間後の同じ曜日以降、27日空ける→4週間後の同じ曜日以降に接種できます。

DPT-IPV
(四種混合)

【不活化ワクチン】

 乾燥へモフィルス
b型ワクチン（Hib:ヒブ）

【不活化ワクチン】

1回目から2回目は3か月以上
（標準的には6か月～12か月）あける

日本脳炎

生後6か月以上
生後90か月

(7歳6か月)未満
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生後2か月以上
90か月(7歳6か月)未満

ジフテリア（Ｄ）
百日せき（Ｐ）
破傷風（Ｔ）

不活化ポリオ
（ＩＰＶ）

インフルエンザ菌
b型（Hib:ヒブ）

感染症

ワクチン

【ワクチンの種類】

ロタウイルスワクチン

【経口生ワクチン】

水痘ワクチン
【注射生ワクチン】

サーバリックス（2価）
　1回目と2回目は1か月あけて、
　3回目は1回目から6か月あけて接種。
ガーダシル（4価）、
シルガード9（9価・初回15歳以上）※注2

　1回目と2回目は2か月あけて、
　3回目は1回目から6か月あけて接種。

※注1：Ｈｉｂ（ヒブ）ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンは、1回目を接種した月齢により、合計の接種回数が異なります。詳しくは9ページでご確認ください。

ＨＰＶワクチン

【不活化ワクチン】
※女子のみ

ヒトパピローマ
ウイルス
感染症

12歳になる年度の初日
～

16歳になる日の年度の
末日にある女子
（小学6年生から

高校１年生に相当）

13歳になる年度にある女子
（中学校１年生に相当） ３回

（※注3）

水痘
（水ぼうそう）

1回目は
生後1歳～1歳3か月未満

2回

日本脳炎ワクチン

【不活化ワクチン】

麻しん（Ｍ）
風しん（Ｒ）

小学校入学前年度の
1年間

かつ5歳以上7歳未満
2期 1回

ＢＣＧワクチン
【注射生ワクチン】

結核 生後～1歳未満
生後5か月～8か月

（4か月児健診時に集団接種）
1回

麻しん風しん混合
（MR)ワクチン

【注射生ワクチン】

生後2か月～9か月未満

生後2か月以上
90か月(7歳6か月)未満

生後2か月以上
60か月(5歳)未満

Ｂ型肝炎

【不活化ワクチン】

ＤＰＴ-IPV-Hib
（五種混合）

【不活化ワクチン】

ロタウイルス

小児の肺炎球菌
生後2か月以上

60か月（5歳）未満

Ｂ型肝炎 生後～1歳未満

1歳以上～3歳未満

ＤＴ（二種混合）
【不活化ワクチン】

  ◇予防接種の種類と接種時期◇
※接種間隔や定期予防接種として接種できる期間を間違えると、任意接種扱い（自費）になるだけでなく、
十分な効果が得られなくなる可能性がありますので、しっかりと確認してスケジュールを立てましょう。

対象の病気
定期予防接種として

接種できる期間
標準的な接種期間

接種
回数

接種間隔

沈降15価（13価）
肺炎球菌結合型

ワクチン
【不活化ワクチン】

※同一ワクチンの接種間隔については、上記の表を確認してください。

注射生ワクチン

２ ７日空ける 注射生ワクチン ロタウイルスワクチン

日数制限なし

注射生ワクチン

日数制限なし
不活化ワクチン

ロタウイルスワクチン

不活化ワクチン
ロタウイルスワクチ

不活化ワクチン
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 １ 定期予防接種を受けられる方  

 接種日時点で、千葉市に住民登録のある方。 
 

 ２ 予防接種とは   

感染症の原因となるウイルスや細菌、または細菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワク

チン)をつくり、これを接種してその病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを「予防接種」とい

います。予防接種に使う薬液を「ワクチン」といいます。 

お母さんからもらった抵抗力（免疫力）は、だんだん失われていきます。そのため、赤ちゃん自

身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。 

子どもは成長とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種

に対する正しい理解のもとで、お子さんの健康にお役立てください。 

 

 ３ 定期予防接種と任意予防接種   

定期予防接種とは、「予防接種法」という法律に基づいて行われる予防接種で、対象となるワクチ

ンは、ロタウイルス、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ＤＰＴ－ＩＶＰ－Ｈｉｂ（ジフテリア百日せき

破傷風不活化ポリオヒブ）、ＤＰＴ－ＩＶＰ（ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ）、インフル

エンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ：ヒブ）、ＢＣＧ、ＭＲ（麻しん風しん混合）、水痘、日本脳炎、ＤＴ（ジフ

テリア破傷風）、ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）です。 

千葉市に住民登録のある方が、定期予防接種のワクチンを決められた接種期間に接種される場合

は、費用負担はなく無料で受けることができます。また、予防接種による副反応で健康被害が生じ

た際は、予防接種法に基づく補償を受けられる場合があります。 

任意予防接種とは、「定期予防接種として定められたワクチン以外を接種する場合」と「定期予防

接種のワクチンを予防接種法に決められた期間以外に接種する場合」のことで、接種費用は自費と

なります。（金額は医療機関が定めた金額になります。）任意予防接種のワクチンには、Ａ型肝炎ワ

クチン、ムンプス（おたふくかぜ）ワクチン、季節性インフルエンザワクチンなどがあります。詳

しくは、かかりつけ医にご相談ください。 

 

 ４ 予防接種の種類と特徴：生ワクチンと不活化ワクチン   

予防接種のワクチンには、生ワクチン、不活化ワクチンの２種類があります。 

 「生ワクチン」とは  

生ワクチンは生きた細菌やウイルスの毒性（病原性）を弱めてつくったものです。 

接種後から体内で毒性を弱めた細菌やウイルスの増殖がはじまることから、それぞれのワクチン

の性質に応じて、発熱や発疹の軽い症状が出ることがあります。十分な抵抗力（免疫）ができるま

でに、約 1か月が必要です。注射生ワクチンを接種した後は、次の注射生ワクチンを接種するまで

に２７日（４週間）以上空ける必要があります。経口生ワクチン、不活化ワクチンを接種する場合

に日数制限はありません。 
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 「不活化ワクチン」とは  

不活化ワクチンは細菌やウイルスを殺し、抵抗力（免疫）をつくるのに必要な成分を使って毒性

（病原性）をなくして作ったものです。この場合、体内で細菌やウイルスは増殖しないため、数回

接種することによって免疫（抵抗力）ができます。しかし、しばらくすると少しずつ免疫が減って

しまうので長く免疫を保つためには一定の間隔で追加接種が必要です。不活化ワクチンを皮下接種

した後は、接種部位の発赤、腫脹（はれ）、硬結（しこり）などの局所反応が起こることがあります。 

 

 ５ 予防接種の実施方法：個別接種と集団接種  

千葉市では、定期予防接種を「個別接種」と「集団接種」の二とおりで実施しています。 

 「個別接種」とは   

協力医療機関で実施する方法で、ＢＣＧ以外のすべての予防接種がこの方法となります。医療機

関によって接種日・時間などが異なりますので、接種を受ける医療機関でご確認ください。 

 「集団接種」とは   

市が会場を指定し、その会場で実施する方法です。千葉市では、ＢＣＧの接種を４か月児健康診

査と同時に行っています。４か月児健康診査の案内とともに、対象日の前月に案内が送付されます。

接種会場は、お住まいの区の保健福祉センターです。 

 ６ 定期予防接種の受け方  

《予防接種を受けに行く前に》 

① お子さんの健康状態を確認しましょう：予防接種は、体調の良いときに受けるのが原則です。保護

者の方は日頃からお子さんの体質、体調など健康状態に気を配りましょう。そして気になること

があれば、あらかじめかかりつけ医に相談しておきましょう。 

② 受ける予定の予防接種について理解しましょう：パンフレット等を読んで、必要性や副反応につい

てよく理解しましょう。 

③ 日程を決め、協力医療機関に連絡して予防接種の予約をしましょう：巻末の「個別予防接種協力医療

機関一覧」をご参照ください。 

《予防接種を受けるときは》 

① お子さんの体調を確認しましょう：朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わった様子がな

いことを確認しましょう 

② 予診票を記入しましょう：予診票は接種医への大切な情報です。責任をもって記入しましょう。 

予防接種番号シールが届いている方は、予診票に貼りましょう。（貼り方見本 21頁） 

③ 母子健康手帳は必ず持っていきましょう：持参しないと定期予防接種は受けられません。 

④ 保護者が一緒に行きましょう：定期予防接種は保護者同伴が原則です。事情により保護者が同伴で

きない場合は委任状等が必要になりますので、19 頁Ｑ＆Ａ５を参照の上、事前にご用意ください。 

☆ 予防接種の効果や副反応などについて理解した上で接種に同意した場合に限り、 

接種が行われます。わからないことは接種を受ける前に医師に質問しましょう。 
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《予診票の入手方法について》 

予診票は千葉市内の協力医療機関に配布してあるため、接種当日に医療機関で入手し記載してい

ただけますが、前もって記載したい方は、以下の方法でも手に入れることができます。 

なお、千葉市外（千葉県内）の協力医療機関で接種を希望される場合は、予診票を事前に準備す

る必要が有ります（１７ページの「２ 千葉県内の他市町村で接種を希望する場合」を併せてお読み

ください）。 

１ 置いてある予診票を受け取る：各区保健福祉センター健康課、医療政策課に置いてあります。 

２ インターネットからダウンロードする：医療政策課のホームページ「定期予防接種のご案内」からダ

ウンロードできます。 

３ 郵送で受け取る：メモ用紙に「①郵送ご希望の予防接種の種類と必要枚数 ②連絡先電話番号」

を記載し、切手を貼った返信用の封筒と一緒に医療政策課予防接種事業推進班まで送付してくださ

い。一度に送付できる枚数に限りが有りますので、詳しくは医療政策課のホームページをご覧いた

だくか、お問い合わせください。 
 

《予防接種番号シールについて》 

６歳以下のお子さんを対象（注１）にお送りしているシールで、お子さんおひとりずつに固有の番

号（予防接種番号）が印字されています。定期予防接種を受けるときは予診票ごとに１枚ずつ必要

になりますので、母子健康手帳と一緒に保管してください。 

シール送付時期は、千葉市に出生届を出されてから２か月以内にご自宅に送付します。また他市

町村から千葉市に転入された方（再転入を除く）で世帯内に定期予防接種の対象年齢の方がいる場

合は、転入届を提出後２か月以内にご自宅に郵送します。 

もしシールをなくしてしまっても、予防接種番号を予診票に記載することで予防接種を受けるこ

とができますので、母子手帳の余白にシールを１枚貼っておくか、番号をメモしておきましょう。 

（注１）令和４年度からＨＰＶの対象者にも予防接種番号シールを送付しています。 

 ７ 予防接種を受けることができないお子さん   

① 明らかに発熱(通常３７.５℃以上)をしているお子さん。 

② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さんや、急性で重症な病気で薬を飲む必要

があるお子さん。 

③ その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある

お子さん。「アナフィラキシー」とは、通常接種後約３０分以内に起こるひどいアレルギー反応

のことです。汗がたくさん出る、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか吐き気、

嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような激しい全身反応

のことです。 

④ その他、かかりつけ医が不適当な状態と判断した場合。 

※ 上記の①～④にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種

を受けることができません。 
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 ８ 予防接種を受ける際に注意を必要とするお子さん   

次にあてはまるお子さんについては、主治医がいる場合には必ず前もって診てもらい、予防接種

を受けてよいか判断してもらいましょう。受ける場合はそのかかりつけ医で行うか、あるいは診断

書又は意見書をもらってから予防接種に行きましょう。 

① 心臓病・腎臓病・血液の病気や発育障害で治療を受けているお子さん。 

② 予防接種で２日後以内に発熱のみられたお子さん及び発疹・じんましんなどアレルギーと思わ

れる異常がみられたお子さん。 

③ 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがあるお子さん。 

④ 過去に免疫不全の診断がなされているお子さん及び近親者に先天性免疫不全症の方がいるお

子さん。 

⑤ ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っている

ものがあるので、これらにアレルギーがあるといわれたことがあるお子さん。 

⑥ 家族の中で、または遊び友達、クラスメートの間に、麻しん(はしか)、風しん、おたふくかぜ、

水痘(水ぼうそう)などの病気が流行しているときで、予防接種を受ける本人が病気にかかって

いないお子さん。 

⑦ 治療のために、予防接種を受ける前に、ガンマグロブリンや輸血をうけたお子さん（ＢＣＧ以

外の生ワクチンの接種を受けるとき）。 

⑧ 予防接種の前後に手術を受ける予定のお子さん。 

 

 ９ 予防接種を受けたあとの一般的な注意点   

① 予防接種を受けたあと３０分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、かかりつけ医と

すぐ連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。 

② 接種後、生ワクチンで４週間、不活化ワクチンでは１週間は副反応出現に注意しましょう。 

③ 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめ

ましょう。 

④ 接種当日は、激しい運動は避けましょう。 

⑤ 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けま 

しょう。 

 

 １０ 定期予防接種の対象となる病気とワクチンについて  

 用語の説明  

・生後〇か月未満：生後〇か月の前日まで    ・〇歳未満：〇歳のお誕生日の前日まで 

・生後〇か月以上：生後〇か月の前日から    ・〇歳以上：〇歳のお誕生日の前日から 

※月末生まれで、同じ日がない時は、月末の日を未満・以上の日と考えます。 

 例：１２月３１日生まれの生後２か月以上→２月２８日から 
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 ロタウイルス  

【 病気の説明 】 

ロタウイルスは、糞便や嘔吐物に排泄されたウイルスが主に経口又は咽頭から生体に侵入して、

胃腸炎を引き起こします。潜伏期間は２～４日で、急な嘔吐と水様性の下痢が頻回に起こり、白色

の下痢便が特徴的です。下痢や嘔吐が続くことによる脱水や腎不全のため入院治療が必要になった

り、けいれん、脳症などの合併症を起こしたりすることがあります。５歳までにほぼすべての子ど

もがロタウイルスに感染するといわれ、５歳までの急性胃腸炎の入院患者のうち、40～50％前後は

ロタウイルスが原因です。 

【 ワクチンの効果と種類 】 

ロタウイルスワクチンを接種することで、重症胃腸炎を減らすことができます。ワクチンには１

価生ワクチン（ロタリックス）と５価生ワクチン（ロタテック）があり、接種方法は経口接種です。

どちらのワクチンも効果は同等で、２回目以降も１回目と同じワクチンを接種します。 

【 ワクチン接種前の注意点 】 

初回（１回目）を生後１５週以降に接種することは安全性の観点から推奨されていません。 

腸重積の既往症が明らかにあるお子さんや、腸重積の発症を高める可能性のある先天性の消化管

障害（メッケル憩室など）があり治療が終わっていないお子さんは、接種することができません。 

接種後の吐き出しを避けるため、接種直前（30分以内）は授乳を控えることをお勧めします。 

【 定期予防接種として受けられる期間と接種間隔・接種回数 】 

◆１価生ワクチン（ロタリックス） 

生後６週０日後から生後２４週０日後までに２７日以上の間隔をあけて２回（経口接種）  

◆５価生ワクチン（ロタテック） 

生後６週０日後から生後３２週０日後までにそれぞれ２７日以上の間隔をあけて３回（経口接種） 

【 標準的な接種時期 】 

初回（１回目）は生後２か月から生後１４週６日までに接種する。 

【 ワクチン接種後の注意点 】 

ワクチン接種後（特に初回接種後）１～２週間くらいの間は、腸重積症にかかりやすくなると報

告されています。腸重積症は、ワクチンの接種にかかわらず、３か月から２歳くらいまでの赤ちゃ

んがかかりやすい、腸の一部が隣接する腸管にはまり込む病気で、速やかな治療が必要です。  

症状（ぐったりする、顔色が悪い、嘔吐を繰り返す、不機嫌を繰り返す、血便、おなかの張り）

がみられるなど、様子が気になった時はすぐに医師の診察をうけましょう。 

【 その他 】 

接種後１週間ほどウイルスが便中に排泄されるため、おむつ交換後などは手洗いをするなど注意

してください。 
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 小児用肺炎球菌：肺炎球菌   

【 病気の説明 】 

肺炎球菌は、主に飛沫感染し、中耳炎、副鼻腔炎などの気道感染症や、ときに細菌性髄膜炎、敗

血症、肺炎など重い全身感染症を引き起こします。肺炎球菌による髄膜炎は、Ｈｉｂ（ヒブ）によ

る髄膜炎と同様に、乳幼児期にかかりやすく、死亡したり後遺症を残したりすることがあります。 

【 定期予防接種として受けられる期間 】 

生後２か月以上５歳未満 

（注意）１回目を生後何か月に接種したかによって、合計の接種回数が異なります。 

【 接種開始時期による接種間隔・接種回数 】 

１） 生後２か月以上７か月未満で開始した場合：合計４回接種 

２７日以上の間隔で３回接種し、３回目から６０日以上の間隔をおいて、なおかつ 1 歳以降、

標準的には１歳～１歳３か月の間に１回の追加接種。 

※２回目の接種が１歳を超えた場合は、３回目の接種を行わず、２回目から６０日以上の間隔

をおいて追加接種を１回行います（この場合は、合計３回の接種となります）。 

２） 生後７か月以上１歳未満で開始した場合：合計３回接種 

１回目から２７日以上の間隔をおいて２回目を接種し、２回目から６０日以上の間隔をおいて、

なおかつ 1歳以降に１回の追加接種。 

※２回目の接種は２歳未満に行います。２歳を超える場合、２回目は行わず、１回目から６０

日以上の間隔をおいて追加接種を１回行います。（この場合は、合計２回の接種となります） 

３） １歳以上２歳未満で開始した場合：合計２回接種 

１回目から６０日以上の間隔をおいて追加接種を１回。 

４）２歳以上５歳未満で開始した場合：１回接種 

【 副反応 】 

主な副反応は、接種部位の発赤、腫れ、しこり、疼痛などの局所反応です。また、発熱がみられ

ることもあります。重い副反応として、まれですが、アナフィラキシー、けいれん、血小板減少性

紫斑病（接種後数日から３週ごろに紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血など）、などの報告があります。 

 

 B 型肝炎  

【 病気の説明 】 

  Ｂ型肝炎ウイルスは、血液や体液を介してヒトの肝臓に感染し、急性肝炎となり回復する場合と、

慢性肝炎になる場合があります。また、症状が明らかにならないままウイルスが肝臓の中に潜み（持

続感染）、年月を経て、慢性肝炎・肝硬変・肝細胞がんなどになることもあります。出生時または乳

幼児期に感染すると、持続感染の形をとりやすいことが知られています。 

【 定期予防接種として受けられる期間と接種回数 】 

生後～１歳未満の間に３回 
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【 標準的な接種時期と接種回数 】 

生後２か月～９か月の間に３回接種 

【 接種間隔 】 

１回目から２７日以上の間隔をおいて２回目を接種します。 

１回目の接種から１３９日以上の間隔をおいて３回目を接種します。 

（注意）「Ｂ型肝炎ウイルス抗原陽性のお母さんから生まれたお子さんで母子感染予防のために接

種する場合」は定期予防接種とはならず、保険診療となります。 

【 副反応 】 

 主な副反応は、接種部位の発赤、腫脹、疼痛などの局所反応です。重い副反応として、まれです

が、アナフィラキシー、多発性硬化症、急性散在性脳脊髄炎、ギランバレー症候群などの報告があ

ります。 

 

 DＰＴ－ＩＰＶ－Hｉｂ（五種混合）：ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオヒブ  

  DＰＴ－ＩＰＶ（四種混合）：ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ  

【 病気の説明 】 

ア）ジフテリア（Ｄiphtheria） 

ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。潜伏期間は主に１日～１０日です。症状は高熱、のどの

痛み、犬吠様のせき、嘔吐などですが、扁桃に偽膜とよばれる膜ができて、窒息死することもあり

ます。発病２～３週間後には菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起こす場合があります。 

イ） 百日せき（Ｐertussis） 

百日せき菌の飛沫感染で起こります。潜伏期間は主に５日～１０日（最大３週間程度）です。か

ぜのような症状で始まり、続いて、連続的にせき込むようになります。せきのあと急に息を吸い込

むので、笛を吹くような音がでます。乳幼児はせきで呼吸ができず、唇が青くなったり(チアノー

ゼ)けいれんが起きたりすることがあります。肺炎や脳炎などの重い合併症を起こし、乳児では命

を落とすこともあります。 

ウ）破傷風（Ｔetanus） 

土の中にいる破傷風菌が傷口から体内へ入ることによって感染します。潜伏期間は通常３日～ 

２１日です。菌が体の中で増えると、菌の出す毒素のために、筋肉のけいれんを起こします。最初

は口が開かなくなるなどの症状が気付かれ、やがて全身のけいれんを起こすようになり、治療が遅

れると死に至ることもあります。患者の半数は本人や周りの人では気が付かない程度の軽い刺し傷

が原因です。土中に菌がいますので、感染する機会は常にあります。 

エ）ポリオ（急性灰白随炎）（Ｉnactivated Ｐoliovirus Ｖaccine） 

ポリオは「小児麻痺」ともよばれ、糞便中に排泄されたウイルスが経口又は咽頭から生体に侵入

して感染します。ポリオウイルスに感染しても多くの人は症状が出ませんが、軽いかぜ様症状や胃

腸炎症状を起こすこともあります。潜伏期間は４日～３５日（平均１５日）です。感染者の 1,000

～2,000 人に１人の割合で手足の麻痺を起こし、一部の人には永久に麻痺が残ります。麻痺症状が
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進行し、呼吸困難により死亡することもあります。日本では自然感染による患者発生はありません

が、一部の国では今でもポリオの流行があります。不活化ワクチンですので、接種後にポリオ様麻

痺の副反応が生じたり、他のヒトに感染させたりする心配はありません。 

オ）インフルエンザ菌ｂ型（Hib:ヒブ）感染症（Hｉｂ） 

インフルエンザ菌はヒトからヒトへ飛沫感染し、特にｂ型（Ｈｉｂ(ヒブ)）は、中耳炎、副鼻腔

炎、気管支炎などの原因となるほか、髄膜炎、敗血症、肺炎など重篤な全身感染症を引き起こしま

す。Ｈｉｂによる細菌性髄膜炎は、５歳未満の乳幼児がかかりやすく、死亡したり後遺症を残した

りすることがあります。 

【 定期予防接種として受けられる期間と接種回数 】 

生後２か月以上生後９０か月（７歳６か月）未満の間に４回接種 

【 標準的な接種時期、接種間隔・接種回数 】  

五種混合：生後２か月～生後７か月になるまでに初回３回を２０日～５６日の間隔をおいて接

種します。追加（４回目）は３回目終了後６か月～１８か月までの間隔をおいて接種します。 

四種混合：生後２か月～生後１２か月（１歳）になるまでに初回３回を２０日～５６日の間隔を

おいて接種します。追加（４回目）は３回目終了後１２か月～１８か月までの間隔をおいて接種し

ます。 

【 副反応 】 

 主な副反応は、接種部位の発赤、腫れ、しこりなどの局所反応、発熱、気分変化、下痢などがみ

られることもあります。重い副反応として、まれですが、ショック、アナフィラキシー様症状、血

小板減少性紫斑病、脳症、けいれんの報告があります。 

 

 DＴ（二種混合）：ジフテリア破傷風   

「ＤＴ（二種混合）」は、ジフテリア破傷風の混合ワクチンで、五種混合の２期として接種します。 

【 定期予防接種として受けられる期間と接種回数 】 

１１歳以上１３歳未満の間に 1回 

【 標準的な接種時期 】 

１１歳～１２歳 

【 副反応 】 

主な副反応は、接種部位の発赤、腫れ、しこりなどの局所反応です。また、発熱がみられること

もあります。重い副反応として、まれですが、ショック、アナフィラキシー様症状、血小板減少性

紫斑病、脳症、けいれんの報告があります。 

【 その他 】 

ＤＴ（ジフテリア破傷風：二種混合）の予診票は、接種年齢を迎える頃に、個別に送付します。 
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 BＣＧ：結核    

【 病気の説明 】 

主に、結核菌を吸い込むこと（空気・飛沫感染）で感染する全身感染症です。わが国の結核患者

はかなり減少しましたが、まだ毎年１万人以上の新しい患者が出ています。結核に対する免疫はお

母さんからもらうことができないので、生まれたばかりの赤ちゃんも感染することがあります。さ

らに、乳幼児は特に結核に対する免疫が弱いため、全身性の結核や結核性髄膜炎になり、重い後遺

症を残す可能性があります。ＢＣＧは、結核性髄膜炎や粟粒結核など小児の重篤な結核の発病予防

や、その他の結核の発病予防に有効です。 

【 ＢＣＧワクチンについて 】 

ＢＣＧは牛型結核菌を弱毒化してつくった生ワクチンです。接種方法は、ワクチンを滴下した後、

管針法といってスタンプ方式で上腕の２か所におしつけて接種します。接種したところは、日陰で

乾燥させます。（１０分程度で乾きます。） 

【 定期予防接種として受けられる期間と接種回数 】 

生後～１歳未満の間に１回 

【 標準的な接種時期 】 

生後５か月～生後８か月になるまで 

【 ＢＣＧを接種する際の注意事項 】 

※事前に個別送付されるＢＣＧ接種のお知らせをよくお読みください。 

① 生まれてから今までにＢＣＧ接種を受けたことがあるお子さん 

② 免疫機能に異常のある疾患を有する方、また免疫抑制を来す治療を受けているお子さん 

③ 予防接種や外傷等などによりケロイドが認められるお子さん 

上記①②③のいずれかに該当するお子さんは、ＢＣＧ接種を受けることができません。 

④ 家族に結核患者がいて接触があった場合など、結核に感染している疑いのあるお子さんは、

ＢＣＧ接種の前に保健所感染症対策課（043-238-9974）までご連絡ください。 

⑤ アトピー性皮膚炎などでステロイド剤を使用しているお子さんは、ＢＣＧ接種の前にかかり

つけ医に、接種前後の軟膏の使用方法についてご相談ください。 

⑥ 決められた場所以外に接種することはできません。 

⑦ 母子手帳を必ず持参してください。持参しない場合は接種を受けることはできません。 

【 接種後の正常反応 】 

接種後１０日頃に接種部位に赤いポツポツができ、一部に小さい膿ができることがあります。こ

の反応は接種後４週間頃最も強くなりますが、その後はかさぶたができて接種後３か月までに治り、

小さな傷あとが残るだけになります。自然に治るので、包帯やバンソウコウをはったりしないでそ

のまま清潔に保ってください。ただし、ＢＣＧ接種の跡がジクジクしたまま 1か月経っても改善し

ない場合は、細菌感染を併発していることがありますので、かかりつけ医の受診をお勧めします。 

【 注意すべき反応（コッホ現象）】 

結核に感染している乳児にＢＣＧを接種すると、接種後１、２日から遅くても１０日までに、Ｂ
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ＣＧ接種をしたところが赤くはれたり、針あとが化膿して白い膿
うみ

を持ったりします。（コッホ現象）。 

このような反応が見られたときは、結核感染の可能性があり、検査をする必要があるため、すぐ

に保健所感染症対策課（043-238-9974）までご連絡ください。経過がわかるように接種部位の写真

を撮っておいてください。 

【 副反応 】 

まれに、接種後４～６週後、多くは３か月以内に、接種をした側のわきの下のリンパ節が腫れる

ことがあります。通常、様子をみてかまいませんが、ときに大変大きく腫れたり、化膿して自然に

やぶれて膿が出たりすることがあります。このようなときは医師に相談してください。その他まれ

な副反応として、皮膚結核様病変や骨炎、さらにまれな副反応として全身播種性ＢＣＧ感染症の報

告があります。 

【 千葉市での実施方法 】 

集団接種で実施しています。４か月児健康診査と一緒に対象日の前月に個別に通知をしています。

なお、接種する会場は、お住まいの区の保健福祉センターです。案内された日に接種することがで

きない場合は、事前にお住いの区の保健福祉センター健康課にご連絡ください。 

 

 MＲ：麻しん(はしか)・風しん    

【 病気の説明 】 

ア）麻しん（Ｍeasles） 

麻しんウイルスの空気感染、飛沫・接触感染により起こります。潜伏期間は主に１０～１２日（最

大２１日）です。麻しんウイルスは感染力が非常に強く、免疫をもっていないヒトが感染するとほ

ぼ 100％発病するといわれています。発熱、せき、鼻汁、めやになどが数日続きいったん熱がさが

りかけたあと、また３９～４０℃の高熱と赤い発疹が出ます。高熱は３～４日で解熱し、次第に発

疹も消失します。発疹はしばらく色素沈着を残します。 

肺炎、中耳炎を合併しやすく、脳炎を合併し死亡することもあります。 

また、亜急性硬化性全脳炎（ＳＳＰＥ）という慢性に経過する脳炎の発生もあります。 

イ）風しん（Ｒubella） 

風しんウイルスの飛沫・接触感染によって起こります。潜伏期間は通常２～３週間です。軽いか

ぜ症状で始まり、発疹、発熱、後頸部リンパ節腫脹などが主症状です。 

合併症として、関節痛、脳炎などが報告されています。大人になってからかかると重症化しやす

いと言われています。また、妊娠早期に風しんにかかると、心臓病、白内障、聴力障害などの障害

を持った先天性風しん症候群のお子さんが生まれる可能性があります。 

【 定期予防接種として受けられる期間と接種回数 】 

１期（１回目）：１歳以上２歳未満で１回接種 

２期（２回目）：５歳以上７歳未満で、かつ、小学校入学前の１年間に１回接種 
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【 副反応 】 

主なものは発熱と発疹です。他の副反応として、局所反応（接種部位の発赤・腫れ・しこり）、 

じんましん、リンパ節腫脹、関節痛、熱性けいれんなどが出ることがあります。また、重い副反応

としては、まれですが、アナフィラキシー様症状、血小板減少性紫斑病、脳炎、けいれんなどの報

告があります。 

【 その他 】 

乳幼児期は症状が重くなる場合がありますので、１回目（第１期）は１歳になったらできるだけ

早く接種するよう努めてください。 

 

 水痘(水ぼうそう)  

【 病気の説明 】 

水痘・帯状疱疹ウイルスに初めて感染した後にひき起こされる感染症で、空気・飛沫感染で感染

します。潜伏期間は通常２～３週間です。特徴的な発疹が出る病気で、発疹は赤い斑点で始まり、

丘疹（もりあがり）、その後水泡・膿疱、かさぶたとなります。多くは自然に回復しますが、まれに

肺炎や脳炎、皮膚の重い細菌感染症などの合併症を起こすことがあります。 

【 定期予防接種として受けられる期間と接種回数 】 

１歳以上３歳未満の間に３か月以上あけて２回 

（注意）水痘にかかったと診断を受けたことのあるお子さんは、定期予防接種の対象とはなりませ

ん。 

【 標準的な接種時期と接種間隔 】 

１回目：１歳から１歳３か月までに１回接種 

２回目：１回目の後、６か月から１２か月あけて１回接種 

【 副反応 】 

軽い発熱、発疹、および接種部位の発赤、腫脹、硬結が見られることがあります。また、重い副

反応としては、まれですが、アナフィラキシー、急性血小板減少性紫斑病などの報告があります。 

 

 日本脳炎    

【 病気の説明 】 

ブタの体内で増えた日本脳炎ウイルスがコガタアカイエカによって媒介されてヒトに感染しま

す。潜伏期間は７日～１０日で、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害及びけいれんなどの症状を示す急性

脳炎です。死亡率や後遺症を残す率が高く、また神経学的後遺症を残す人も多くいます。 

【 定期予防接種として受けられる期間と接種回数 】 

１期：生後６か月～生後９０か月（７歳６か月）未満の間に初回２回、６か月以上あけて追加１

回の合計３回 

２期：９歳以上１３歳未満の間に１回 
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【 標準的な接種時期、接種間隔・接種回数 】 

１期初回：３歳時に初回２回接種。１回目から２回目は６～２８日までの間隔をおいて接種。 

１期追加：４歳時に１回接種。初回接種２回終了後、おおむね１年後に接種。 

２期：９～１２歳に１回接種。 

【 副反応 】 

接種部位の発赤・腫れ・しこり、全身症状として、発熱、咳、嘔吐、などがみられることがあり

ます。また、重い副反応としては、まれですが、アナフィラキシー様症状、血小板減少性紫斑病、

急性散在性脳脊髄炎（接種後数日から２週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害な

ど）、脳炎・脳症、けいれんなどの報告があります。 

【 その他 】 

日本脳炎２期の予診票は、接種年齢を迎える頃に、個別に送付します。 

 

 HＰＶ（ ヒトパピローマウイルス）感染症   

【 病気の説明 】 

ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）は、性交渉で感染し、多くの場合は自然に排除されますが、

まれに長期間感染が持続し、ごく一部で数年から数十年かけて子宮頸がん（子宮頸部と呼ばれる子

宮の入り口に発生するがん）を発症します。 

ＨＰＶワクチンは、子宮頸がんの原因に多いヒトパピローマウイルス 16 型、18 型に効果があり

ます。性交渉で感染するため、性交渉を始める前に予防接種するのが望ましいです。予防接種では

すべての発がん性ヒトパピローマウイルスの感染を防ぐことはできません。２０歳を過ぎたら定期

的に子宮がん検診を受けることが必要です。 

【 定期予防接種として受けられる期間 】 

１２歳となる年度の初日（４月１日）～１６歳となる年度の末日（３月３１日）まで。 

※対象者は女子のみ   ※小学６年生～高校１年生に相当 

【 標準的な接種時期 】 

１３歳となる年度の初日（４月１日）から末日（３月３１日）まで。 

※中学１年生の年度に相当 

【 ワクチンの説明と接種間隔、接種回数 】 

ＨＰＶワクチンは２価ワクチン（サーバリックス）と４価ワクチン（ガーダシル）と９価ワクチ

ン（シルガード９）の３種類あります。接種間隔が異なることと、原則１回目と同じワクチンで 

２回目以降接種する必要があります。また、９価ワクチンは１回目の接種を１５歳になるまでに 

受ける場合は２回接種で完了となります。 

◆サーバリックス（２価） 

 １回目と２回目は１か月あけて、３回目は１回目から６か月あけて接種。 

◆ガーダシル（４価）、シルガード９（９価）※1 回目が 15 歳以上の場合（３回接種） 

 １回目と２回目は２か月あけて、３回目は１回目から６か月あけて接種。 
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◆シルガード９（９価）※1 回目が 15 歳未満の場合（２回接種） 

 ２回目は１回目から６か月あけて接種。 

【 副反応 】 

主なものは、接種部位の疼痛、発赤、腫脹です。他に発熱、頭痛、胃腸障害、筋肉・関節の痛み

などの全身反応の報告もあります。多くは一過性ですが、まれに、広範な疼痛や運動障害を中心と

する様々な症状が起こることがあります。 

 

 Hｉｂ（ヒブ）：インフルエンザ菌ｂ型  ※五種混合に含まれています 

【 病気の説明 】  

１１ページをご参照ください。 

【 定期予防接種として受けられる期間 】 

生後２か月以上５歳未満 

（注意）１回目を生後何か月に接種したかにより、合計の接種回数が異なります。 

【 接種開始時期による接種間隔・接種回数 】 

１） 生後２か月以上７か月未満で開始した場合：合計４回接種 

１歳までに２７～５６日の間隔で３回接種し、３回目から７か月～１３か月後に 1回追加接種。 

※１歳までに３回接種できなかった場合は、１歳以上に１回目から２７日以上空けて追加接

種を１回行います（この場合は合計２回または３回接種となります）。 

２） 生後７か月以上１歳未満で開始した場合：合計３回接種 

1歳までに２７～５６日の間隔で２回接種し、２回目から７か月～１３か月後に１回追加接種。 

※１歳までに３回接種できなかった場合は、１歳以上に１回目から２７日以上空けて追加接

種を１回行います（この場合は合計２回接種となります） 

３） １歳以上６０か月（５歳）未満で開始した場合：１回接種 

【 副反応 】 

主な副反応は、接種部位の発赤、腫れ、しこり、疼痛などの局所反応です。また、発熱が数％に

起こります。重い副反応として、まれですが、アナフィラキシー、けいれん、血小板減少性紫斑病

などの報告があります。 

 

 １１ 副反応が疑われたとき  

 ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種した皮膚の発赤・腫れ・しこり、発疹など

は比較的高い頻度で起こります。 

 接種した皮膚のひどい腫れや、高熱、けいれんなど、予防接種後に体調が悪くなった場合は、医

師の診察を受けてください。 

副反応と思われても、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因である場合があり、副

反応と間違える場合があります。（これを「紛れ込み反応」といいます。）そのため、お子さんの体



- 17 - 

 

のことをよくわかっているかかりつけ医に体調をよく診てもらい、接種が可能であるかをよく相談

した上で、予防接種を受けるかどうか判断することが重要です。しかし、お子さんの体質はそれぞ

れ違うため、副反応が生じることがあります。 

医師の診察の結果、お子さんの症状が「予防接種副反応報告基準」に該当する場合は、医師から

独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ副反応報告が行われます。厚生労働大臣により予防接種法

に基づく定期の予防接種によるものと認定されたときは、健康被害救済の給付の対象となる場合が

あります。 

 １２ 特別な場合の受け方について   

 千葉市以外の医療機関で定期予防接種を希望する場合  
 

１ 千葉県外で接種を希望する場合(里帰り出産などで県外に長期滞在(おおむね２か月以上)する場合) 

滞在先の近くの医療機関において定期予防接種の実施を希望する場合は事前に「予防接種実施依

頼書」の申請が必要です。「予防接種実施依頼書」は「予防接種で健康被害が生じた場合、住民票の

ある市町村長が責任を持って対応します」ということを、接種する医療機関、または相手先の市町

村に示す書類です。そのため、この書類がないと、予防接種の後に副反応が生じた場合に予防接種

法の規定に基づく救済制度を受けることができません。 
 

① 「予防接種実施依頼書」の申請方法について （※必ず接種前に申請してください※） 

 Ａ 電子申請を利用する場合  

医療政策課のホームページに、電子申請のリンクが掲載されていますので、必要事項を入力して

申請してください。スマートフォンからも申請できます。 

  Ｂ 申請用紙を利用する場合 

医療政策課に連絡し、申請用紙を請求してください。郵送または FAX でお送りします。申請用紙

を受け取ったら必要事項を記入し、医療政策課予防接種事業推進班へ郵送でお送りください。 
 

ＡＢのいずれかの方法で申請後、医療政策課で「予防接種実施依頼書」を作成し、保護者の方、

もしくは実施する市町村に送付いたします。 

申請用紙が医療政策課に到着してから、「予防接種実施依頼書」が発行されるまでに、 

１０日前後（土日祝日、年末年始を除く）を要しますので、余裕をもって申請してください。 

 

 ② 接種費用について（償還払い）  

県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関で接種費用をいったん全額支払い、そ

の後、領収証原本などの必要書類を添付して医療政策課に申請することによって、後日千葉市の基

準額の範囲内で払い戻し（償還払い）をしています。ただし、千葉市の基準額を超えてしまった場

合は、超えた金額のみ保護者に負担していただいています。  

また、償還払いの対象は、接種前に「予防接種実施依頼書」を発行した方のみとなります。 

償還払いに必要な書類につきましては、「予防接種実施依頼書」の手続き後に届く書類をご覧く

ださい。 
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２ 千葉県内の他市町村で接種を希望する場合 

千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。 

この事業に協力している医療機関では、千葉市の予診票を使用して公費で接種を受けることが

できます。 

《受け方と注意点》 

・事前に千葉市の予診票を入手してください（６ページ《予診票の入手方法について》参照）。 

・協力医療機関により接種可能な予防接種の種類が異なりますので、ご注意ください。 

・「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施している医療機関については、千葉県医師

会のホームページからご確認いただけます。 

※千葉県医師会ホームページ 

「http://www.chiba.med.or.jp/personnel/vaccination/list_r03.html」 

 

なお、県内であっても、集団接種で実施している予防接種（ＢＣＧを集団予防接種で実施してい

る）場合など）については、接種時に「予防接種実施依頼書」が必要となりますので、相手先市町

村に確認のうえ医療政策課に連絡し「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。（「予防接

種実施依頼書」の申請方法は１７ページの「① 「予防接種実施依頼書」の申請方法について」をご覧

ください） 

 

 長期に渡る疾患等のため定期予防接種を受けられなかった場合  

長期にわたり療養を必要とする疾患のために、定期予防接種の期間内に予防接種を受けることが

できなかったお子さんについては、接種する前に医療政策課までお問い合わせください。 

 

 骨髄移植をしたあとに予防接種を打ち直すことになった場合  

造血細胞移植（骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植）により、移植前の定期予防接種の予

防効果が期待できないと医師に判断された２０歳未満の市民の方に対して、再接種に要する費用を

助成します。詳しくは、医療政策課のホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

予防接種・または親子に関係

するイラスト（すみっこ） 
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定期予防接種の受け方Ｑ＆Ａ 

1 予防接種番号シールが届かないのですが。 

千葉市に出生届や転入届を出してから２か月経っても、ご自宅にシールが届かない場合、または

千葉市に再転入されてシールがお手元に無い方は、医療政策課までご連絡ください。 

 

2 予防接種番号シールを紛失した・不足した場合はどうしたらいいですか。 

医療政策課へ電話で申請いただければ、ご自宅に郵送いたします。 

近日中に接種の予定があり郵送で間に合わない場合は、医療機関から医療政策課へ予防接種番

号照会の電話を入れてもらってください（表紙【問い合わせ時間】内のみ）。予防接種番号がわか

っている場合は、予診票に手書きで記入してお受けください。 

 

3  出生届・転入届などを提出後、予防接種番号シールが自宅に届く前に接種したい場合はどうしたらいいで

すか。 

シールは千葉市に住民登録後２か月以内に届きますが、シールが届く前で、予防接種番号が不明

な場合は、医療機関へ行く際、母子手帳の他に千葉市の住所が確認できるもの（子ども医療費助

成受給券など）を一緒にお持ちいただければ、予防接種番号の欄は空欄でかまいません。 

 

4 接種時期になったら、市から個別に通知が送付されますか。 

個別に通知は行っておりません。接種時期になりましたら巻末の協力医療機関に予約の上、母子

手帳及び予防接種番号シールを持参して、各協力医療機関で接種してください。 

 

5 定期予防接種に保護者が同伴できない場合はどうしたらいいですか。また委任状の保護者欄に、保護者

の自署または記名押印ができない場合はどうしたらいいですか。 

特別な理由で保護者が引率できず、代理の方が同伴する場合は、予診票と一緒に２０ページにあ

る委任状を添えて、予防接種を実施する医療機関に提出してください。また、委任状は医療政策

課のホームページからも印刷できます。（ただし、未成年の方は代理人になれません） 

もし委任状の委任者（保護者）欄に、保護者の自署または記名押印ができない場合は、医療政策

課までお問い合わせください。 

なお、予防接種を受ける人が１３歳以上の場合は、予防接種の効果や目的、重篤な副反応発症の

可能性および予防接種健康被害救済制度などについて理解した上で、保護者が予診票の「保護者

記入欄兼同意書」欄に記入・署名をすることで、保護者の同伴はなくとも予防接種を受けること

ができます。 
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委  任  状 

 

  年  月  日 

 

 (子どもの氏名)              が受ける予防接種に保護者が引率できないため、    

ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ（ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオヒブ）：五種混合 

ロタ    小児用肺炎球菌   Ｂ型肝炎   ＢＣＧ 

不活化ポリオ   麻しん風しん混合（ＭＲ）   水痘（水ぼうそう） 

日本脳炎   ＤＴ（ジフテリア破傷風）：二種混合   ＨＰＶ 

ＤＰＴ－ＩＰＶ（ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ）：四種混合  Ｈｉｂ（ヒブ） 

    （＊受ける予防接種を○で囲んでください） 

 

予防接種を受けることに関する一切の件を下記の者に委任します。 

 

      （＊保護者または代理人の本人が自署しない場合は、氏名の隣に印を押してください） 

 

委 任 者（保護者）  住 所                             

          氏 名             緊急連絡先           

受 任 者（代理者）  住 所                             

          氏 名                 続柄            

 

「予防接種で元気な子ども」もしくは予診票裏面の説明を読み、予防接種の効果や目的、重篤な副反

応発症の可能性及び予防接種健康被害救済制度などについて十分ご理解したうえで、予防接種を受けさ

せてください。 

 

※保護者とは父・母です。保護者氏名欄は父母いずれかの氏名を記載してください。 

※代理者となる方は、お子さんの健康状態を普段から良く知っている祖父母、保護者の兄弟姉妹、保護者

の友人等です（ただし、未成年の方は代理者にはなれません）。 

※予診票の「保護者の記入欄」の保護者自署は、委任を受け同伴した方が自署してください。 

 

 

（医療機関の方へ：この委任状は予診票と一緒に提出してください） 



０１ Ｂ型肝炎  予防接種予診票    千葉市 ０６ Ｂ肝

※
こ
の
用
紙
は

、
機
械
で
読
み
取
り
ま
す
の
で

、
黒
ボ
ー

ル
ペ
ン
で
丁
寧
に
書
い
て
く
だ
さ
い

。

電話 ―　　　　　　―

予防接種番号

　
　
保
護
者
の
方
は

、
太
線
枠
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

接種回数 ←1回目は1、 2回目は2、 3回目は3を記入してください

住所 千葉市 区

0 年

保護者氏名

子の満年齢 　　　　歳　 　　か月　生年月日 西暦　　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ 性別

氏名

月 日

　　　　　　　　  実　施　日　 ※医療機関記載欄

西暦 2

質問事項 回答欄 医師記入欄

今日受ける予防接種について、千葉市から配られている説明書を読みましたか。 いいえ はい

（↑予防接種番号シールをはってください） 診察前の体温 度 分

あなたのお子さんの発育歴についておたずねします。
あった なかった

　　　　出生体重（　　　　　）ｇ　分娩時に異常がありましたか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　出生後に異常がありましたか。 あった なかった

　　　　乳幼児健診で異常があると言われたことがありますか。 ある

最近１か月以内に病気にかかりましたか。　病名（　　　月　　　日：　　　　　　　　　　　　） はい いいえ

１か月以内に、家族や遊び仲間にはしか、風しん、みずぼうそう、おたふくかぜなどの
病気の方がいましたか。病名（　　　月　　　日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

はい いいえ

ない

出生後すぐに、母子感染予防としてB型肝炎ワクチンの接種をうけたことがありますか。 ある ない

今日体に具合の悪いところがありますか。
はい いいえ

　具体的な症状を書いてください。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生まれてから今までに先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、脳神経、免疫不全症、その他の

はい いいえ病気にかかり、医師の診察（投薬など）を受けていますか。

　　　　　病名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１か月以内に、予防接種を受けましたか。（日付:種類）

はい いいえ　　　（　　月　　日：　　　　　　　）　（　　月　　日：　　　　　　　）　（　　月　　日：　　　　　　　）

　　　（　　月　　日：　　　　　　　）　（　　月　　日：　　　　　　　）　（　　月　　日：　　　　　　　）

　その病気の主治医には、今日の予防接種を受けてよいと言われましたか。 いいえ はい

ひきつけ（けいれん）をおこしたことがありますか。（　　　　歳　　　　　か月頃） はい いいえ

　そのとき熱がでましたか。 はい

近親者に予防接種を受けて具合が悪くなった方はいますか。 はい いいえ

近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか。 はい いいえ

いいえ

薬や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たり、体の具合が悪くなったことがありますか。 はい いいえ

これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことがありますか。
ある ない

　　　　　　予防接種名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６か月以内に輸血あるいはガンマグロブリンの注射を受けましたか。 はい いいえ

今日の予防接種について質問がありますか。ある場合（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい いいえ

有効期限 西暦　　　　年　　　　月　　　　日
接種の適否 接種量 接種医師名（接種否の場合は判定医師） コード

メーカー名 実施医療機関名 コード
Lot.No.

保護者（または代理者）の記入欄　　（※代理者が記入する場合は、別途「委任状」が必要です）
医師の診察・説明を受け、予防接種の効果・目的、重篤な副反応の可能性、予防接種健康被害救済制度などについて理解したうえで、接種す
ることに　（　　同意します　　・　　同意しません　　）。　　※かっこの中のどちらかを○で囲んでください。「同意しません」は接種できません。

この予診票は、予防接種の安全性の確保を目的としています。このことを理解のうえ、本予診票が千葉市に提出されることに同意します。

保護者（または代理者）自署

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ型肝炎予防接種　　（医療機関控用）
１　被接種者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　生年月日　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
２　住所　　千葉市　　　　　　区
３　接種年月日　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　　メーカー名　　　　　　LotNo.

医師の記入欄
保護者に対して、予防接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について、説明をしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師署名又は記名押印

１．　適
２．　否 2 0.25ml 皮下接種

見本

ここに、予防接種番号シールを

貼ってください。
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医療機関名 町名 電話番号 医療機関名 町名 電話番号 医療機関名 町名 電話番号 医療機関名 町名 電話番号

川島医院 稲毛東 043-243-9257

みなとこどもクリニック 中央港 043-441-7110 さつきが丘医院 さつきが丘 043-257-6012 いなげ未来クリニック 小仲台 043-284-4515 田宮クリニック 誉田町 043-293-3533

東京ビジネスクリニック　ペリエ千葉エキナカ 新千葉 043-215-8111 小泉医院 さつきが丘 043-257-4872 稲毛とらのこ産婦人科 小仲台 043-285-1110 おゆみ野南医院 刈田子町 043-293-7100

東京ビジネスクリニック　ファミリア　ペリエ千葉 新千葉 043-306-8675 おざきクリニック 宮野木台 043-207-8008 髙橋こどもクリニック 小仲台 043-206-7717 さとう小児科医院 おゆみ野 043-226-9522

ゆりの木クリニック 東千葉 043-290-1700 元山医院 朝日ヶ丘 043-298-2811 山田医院 小仲台 043-290-5901 かまとり医院 おゆみ野 043-292-1151

榎本医院 東千葉 043-287-4001 坂口医院 長作町 043-259-3225 田中クリニック 小仲台 043-252-2281 ひらた内科・小児科クリニック おゆみ野 043-293-4192

大濱医院 松波 043-251-8621 藤森小児科 作新台 043-259-6405 マリヤ・クリニック 小仲台 043-287-2624 みどりクリニック おゆみ野中央 043-293-5503

えりやま内科皮膚科医院 松波 043-254-4114 花見川中央クリニック 花見川 043-259-3588 くろさきこどもクリニック 小仲台 043-375-7944 こんだこども医院 おゆみ野中央 043-291-1991

山口内科外科クリニック 弁天 043-207-7781 石橋内科小児科 検見川町 043-273-8179 千葉健康クリニック 小仲台 043-255-8434 おゆみのクリニック おゆみ野中央 043-292-2511

青い鳥クリニック千葉 弁天 043-285-1151 石川小児科医院 検見川町 043-271-3178 ぴあーすクリニック 小仲台 043-290-6767 まなこどもクリニック おゆみ野中央 043-226-9920

髙部内科医院 都町 043-233-1321 花園診療所 花園 043-272-7200 新藤医院 宮野木町 043-306-2300 しののめ元山医院 おゆみ野南 043-300-1420

つばきこどもクリニック 都町 043-214-1138 小林こどもクリニック 花園 043-296-2208 きくちこどもクリニック おゆみ野南 043-300-2003

実川外科医院 都町 043-231-4008 幕張あんず医院 幕張町 043-350-1500 若松町ひまわりクリニック 若松町 043-423-1044 角栄団地診療所 越智町 043-294-0880

大賀医院 祐光 043-225-5060 千葉健生病院付属まくはり診療所 幕張町 043-272-1081 板谷内科クリニック 都賀 043-234-0220 のせこどもクリニック あすみが丘 043-226-5900

亘内科医院 亀井町 043-222-6578 幕張キッズクリニック 幕張町 043-306-1177 千葉内科クリニック 西都賀 043-290-5055 小渋医院 あすみが丘 043-295-1800

なのはなクリニック 亥鼻 043-222-1135 武藤医院 幕張町 043-273-3979 松永クリニック小児科・小児外科 みつわ台 043-290-5877 こどもの森クリニック あすみが丘 043-205-0533

田那村内科小児科医院 新宿 043-241-3912 たるいこどもクリニック幕張 幕張町 043-239-6166 高圓内科医院 みつわ台 043-251-0064

本千葉小児科 港町 043-441-7852 栗田皮フ科 幕張本郷 043-275-1244 なかむら医院 みつわ台 043-285-6155 山﨑内科 幸町 043-247-8886

若杉こどもクリニック 千葉寺町 043-266-0253 岩田こどもクリニック 幕張本郷 043-275-3515 勝俣内科小児科 都賀の台 043-255-2120 成田医院 高洲 043-245-0977

中村内科クリニック 千葉寺町 043-261-1572 正岡クリニック 幕張本郷 043-272-3011 わかばファミリークリニック 千城台東 043-237-8800 たかはし医院 高洲 043-278-0007

るみえ内科小児科 長洲 043-202-5511 平沢小児科 千城台南 043-237-8261 あかねこどもクリニック 高洲 043-270-7720

岡田医院 松ヶ丘町 043-261-7330 むらまつクリニック 山王町 043-304-3600 楽多クリニック 千城台北 043-308-7828 千葉マリンこどもクリニック 高洲 043-307-6610

國分クリニック 宮崎町 043-266-2550 山王病院 山王町 043-421-2221 伊予クリニック 小倉台 043-231-0527 稲毛診療所 稲毛海岸 043-241-6961

浜野長嶋内科 浜野町 043-266-2788 千草台なかむらクリニック 千草台 043-206-2001 小倉台福田医院 小倉町 043-234-1991 沼野胃腸科内科 磯辺 043-278-2111

そがこどもクリニック 今井 043-209-1656 ちからいしこどもクリニック 作草部町 043-215-8357 久保田医院 大宮台 043-261-3667 おおた小児科 磯辺 043-303-1010

松石内科医院 今井 043-261-2059 北部診療所 天台 043-251-8131 小関医院 桜木 043-231-0105 関根整形外科医院 磯辺 043-278-2303

今井町診療所 白旗 043-261-4537 轟クリニック 轟町 043-251-6297 あべひろきこどもクリニック 桜木 043-234-2022 海浜パーククリニック 打瀬 043-275-2110

ファミール産院ちば 白旗 043-261-0851 林医院 轟町 043-251-6397 清宮医院 桜木 043-231-0654 幕張ベイクリニック 打瀬 043-212-0505

緑町診療所 緑町 043-241-2007 しょうじ内科 桜木 043-231-0262 玉井こどもクリニック 打瀬 043-350-3300

池上内科医院 穴川 043-251-9032 わらがいこどもクリニック 若葉 043-298-1555

赤塚小児科医院 黒砂 043-241-2861 総合クリニックドクターランド幕張 豊砂 043-351-8555

あおきこどもクリニック 園生町 043-306-9385 幕張西クリニック 幕張西 043-310-8870

ふらットクリニック稲毛 稲毛東 043-301-2177 たみたに小児科 幕張西 043-276-7000

美 浜 区

稲 毛 区

緑 区

令 和 6 年 度  千 葉 市 個 別 予 防 接 種 協 力 医 療 機 関 一 覧  (予防接種はかかりつけの医療機関で受けましょう）

　　【注意】　１　医療機関によって実施している予防接種が違います。また実施日・時間等も違いますので、
　　　　　　　　　 必ず予約を取ってからお受けください。
　　　　　　　         ※ＨＰＶのみの医療機関は掲載していません。各医療機関が実施している予防接種につい
                           ては、千葉市HP「定期予防接種のご案内」に一覧を掲載していますので、ご確認ください。

２　予診票は、各区保健福祉センター健康課の他に、各医療機関にもおいてあります。
３　接種当日は、予防接種番号シール（お持ちの方のみ）、及び母子健康手帳をご持参ください（母子健康手帳
　　を忘れると、接種できません）。
４　保護者が同伴してお受けください。同伴できない場合は「委任状」が必要です。

※2024年1月末日届出分（年度の途中で変更になることがあります。最新の情報は千葉市HP「定期予防接種のご案内」をご確認ください。)

中 央 区 花見川区

若 葉 区


